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１ 開催日時 

   令和４年１月13日（木） 

    開会 14時00分 

    閉会 14時35分 

 

２ 開催場所 

   大阪市北区中之島１－３－20 

   大阪市役所地下１階 第11共通会議室 

 

３ 審議会次第 

   （１）開会の辞 

   （２）委員紹介 

   （３）港湾管理者代表者挨拶 

   （４）議事 

       大阪市港湾審議会運営要綱の改正について 

       港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について 

   （５）閉会の辞 
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４ 出席委員 

 

   竹 林  幹 雄  神戸大学大学院教授 

   毛海 千佳子  近畿大学准教授 

   藤 本  英 子  京都市立芸術大学大学院教授 

   瀬 田  広 明  東海大学教授 

   松 尾  俊 彦  大阪商業大学教授 

   松 島  格 也  京都大学准教授 

   清水 苗穂子  阪南大学教授 

   清 水  陽 子  関西学院大学教授 

   黒 坂  則 子  同志社大学教授 

   清 水  悦 郎  東京海洋大学教授 

   松 崎  孔  大阪市会建設港湾委員長 

   伊 藤  亜 実  大阪市会建設港湾副委員長 

   岸 本  栄  大阪市会建設港湾副委員長 

   宮 城  勉  大阪商工会議所専務理事 

   柴 山  恒 晴  大阪倉庫協会会長 

   森 下  貴 史  大阪船主会副会長 

   溝 江  輝 美  大阪港運協会会長 

   小 嶋  敏 弘  大阪港湾労働組合協議会議長 

   佐 藤  宗 昭  全日本海員組合大阪支部支部長 

   北村 英一郎  大阪府漁業協同組合連合会理事 

 望 月  誠  大阪湾水先区水先人会会長 

 代 宮 本  浩 司  財務省大阪税関総務部次長 

 代 石 田  博  国土交通省近畿地方整備局港湾空港部港湾計画課長 

 代 田 畑  浩 一  国土交通省近畿運輸局海事振興部長 

 代 竹ノ内 哲郎  大阪海上保安監部航行安全課長 

 代 矢 野  定 男  大阪府都市整備部河川室河川整備課長補佐 
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５ 審議経過 

 

開 会  14時00分 

 

○川下総務課長  それでは、皆様、大変お待たせをいたしました。 

 本日は御多忙の中、第７０回大阪市港湾審議会に御出席賜り、誠にありがとうございま

す。また、本市港湾行政に対しまして御高配を賜り、厚く御礼申しあげます。私は、本日

の進行役を務めさせていただきます大阪港湾局総務課長、川下でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 現在、委員総数２８名中、２６名の御出席で、大阪市港湾審議会条例第５条に定めます

定足数に達しておりますので、ただいまから第７０回大阪市港湾審議会を開催いたします。 

 開催に当たり、皆様にお願いがございます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

マスクの着用をお願いしております。 

 また、携帯電話は、電源をお切りになるかマナーモードに設定をしていただき、審議の

妨げにならないよう御協力をお願いいたします。 

 なお、オンラインにて御出席いただいている皆様におかれましては、ビデオカメラはオ

ン、発言時以外はマイクをオフとしていただくようにお願いいたします。発言の際には、

挙手機能を御利用くださいますようお願いいたします。 

 本審議会は、大阪市港湾審議会公開基準に基づき、公開とさせていただいております。

また、本日の審議会の議事内容につきましては、後日、本市ホームページで公開をいたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、審議の開始までは、報道関係者のカメラ取材を認めましたことをあらかじめ御了

承ください。 

 審議に入ります前に、委員の方々を御紹介させていただきます。 

 神戸大学大学院教授、竹林委員でございます。 

○竹林委員  どうぞよろしくお願いします。 

○川下総務課長  近畿大学准教授、毛海委員でございます。 

○毛海委員  毛海です。お願いします。 

○川下総務課長  京都市立芸術大学大学院教授、藤本委員でございます。 

○藤本委員  藤本です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○川下総務課長  東海大学教授、瀬田委員でございます。 

○瀬田委員  瀬田でございます。よろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  大阪商業大学教授、松尾委員でございます。 

○松尾委員  松尾でございます。よろしくお願いします。 

○川下総務課長  京都大学准教授、松島委員でございます。 

○松島委員  松島でございます。よろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  阪南大学教授、清水苗穂子委員でございます。 

○清水（苗）委員  清水でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  関西学院大学教授、清水陽子委員でございます。 

○清水（陽）委員  清水です。よろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  同志社大学教授、黒坂委員でございます。 

○黒坂委員  黒坂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  東京海洋大学教授、清水悦郎委員でございます。 

○清水（悦）委員  清水でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  大阪市会建設港湾委員長、松崎委員でございます。 

○松崎委員  松崎でございます。よろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  大阪市会建設港湾副委員長、伊藤委員でございます。 

○伊藤委員  伊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  大阪市会建設港湾副委員長、岸本委員でございます。 

○岸本委員  岸本でございます。よろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  大阪商工会議所専務理事、宮城委員にオンラインにて御出席いただい

ております。 

 大阪倉庫協会会長、柴山委員でございます。 

○柴山委員  柴山です。よろしくお願いします。 

○川下総務課長  大阪船主会副会長、森下委員でございます。 

○森下委員  森下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  大阪港運協会会長、溝江委員にオンラインにて御出席いただいており

ます。 

○溝江委員  溝江でございます。よろしくお願いします。 

○川下総務課長  大阪港湾労働組合協議会議長、小嶋委員でございます。 
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○小嶋委員  小嶋です。よろしくお願いします。 

○川下総務課長  全日本海員組合大阪支部支部長、佐藤委員でございます。 

○佐藤委員  佐藤でございます。本日はよろしくお願いします。 

○川下総務課長  大阪府漁業協同組合連合会理事、北村委員でございます。 

○北村委員  北村です。よろしくお願いします。 

○川下総務課長  大阪湾水先区水先人会会長、望月委員でございます。 

○望月委員  望月でございます。よろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  財務省大阪税関長、小林委員の代理といたしまして、大阪税関総務部

次長、宮本様に御出席いただいております。 

○宮本総務部次長  宮本です。よろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  国土交通省近畿地方整備局長、東川委員の代理といたしまして、近畿

地方整備局港湾空港部港湾計画課長、石田様にオンラインにて御出席いただいております。 

○石田港湾計画課長  石田でございます。よろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  国土交通省近畿運輸局長、金井委員の代理といたしまして、近畿運輸

局海事振興部長、田畑様に御出席いただいております。 

○田畑海事振興部長  田畑でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○川下総務課長  大阪海上保安監部長、花井委員の代理といたしまして、大阪海上保安

監部航行安全課長、竹ノ内様に御出席いただいております。 

○竹ノ内航行安全課長  よろしくお願いします。 

○川下総務課長  大阪府都市整備部長、谷口委員の代理といたしまして、都市整備部河

川室河川整備課課長補佐、矢野様にオンラインにて御出席いただいております。 

 なお、紅谷委員、川本委員につきましては、残念ながら本日は御欠席でございます。 

 委員の皆様の御紹介は以上でございます。 

 次に、第７０回大阪市港湾審議会の開催に当たりまして、大阪港湾局長の田中より御挨

拶申しあげます。 

○田中港湾局長  大阪港湾局、田中でございます。 

 年始のお忙しい中に御参加いただきまして誠にありがとうございます。 

 本日の議題といたしましては、大阪市港湾審議会運営要綱の改正並びに環境整備負担金

負担対象工事の指定についてでございます。また、昨年９月の委員改選後の初めての港湾

審議会でございますので、会長職の選任なども予定をしております。 
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 少し大阪港の状況をお話しさせていただきますが、外貿に関わる国際物流コンテナにつ

いてお話をいたします。ちょうど５年前に２００万ＴＥＵを超える２０５万ＴＥＵになり

まして、４年前の２０１８年に２１０万ＴＥＵ、２０１９年に２１３万ＴＥＵと、順調に

伸びてきたわけでございますが、このコロナの状況があって、２年前の２０２０年は２０

６万ＴＥＵに落ちました。ただ、輸入港でございますので、ほかの港と比べると比較的落

ちかたが少なかったという状況でございまして、昨年は少しコロナも落ち着いた様子もみ

られる状況で、本当に関係者の方には頑張っていただきました。昨年１１月までの統計で

ございますが、プラスの３.２％で１９４万ＴＥＵとなり、１２月を入れると、また２１０

万ＴＥＵに戻るであろうと推測をしておりまして、我々としても、何とかこの状況の中で

喜んでいるところでございます。 

 一方、私どもで非常に重要視しておりますフェリーのほうですが、大阪港全体で８,００

０万トンぐらいなのですが、そのうちの６割が内貿でございます。また、そのうちの６割、

内貿、外貿合わせた全体でみれば約４割弱がフェリーとなってございますように非常に重

要な航路でございますが、そのフェリーは、一昨年は、全体でいうと、やはりヒトは５割

減ぐらい、モノはやはり１割減ぐらいでございます。コロナの中でもやはりモノの移動は

結構あったのでございますが、これが、昨年は、７月までの統計でございますが、前年同

期比６.１％増で、コロナの状況の中でも少し物の動きはあったと思っているところでご

ざいます。ただ、一方で、人はなかなか戻っていない状況で、１０.４％の減でございまし

て、一昨年と比べると、一昨年は５割減ですので、１０％減ぐらいで何とかとどまってい

る状況でございます。 

 こういった中で、私どもは、国際コンテナでございますとか、あるいは、フェリーに対

しても、港湾管理者として様々な手立てを打ってございます。こうした関係者の方々と連

携しながら、物流なり港のにぎわいというのをやっているところでございます。 

 また、残すところ、３年３か月になりましたが、２０２５年に大阪国際万博がございま

す。これに向けまして、夢洲が当該地となりますが、私どもの土地の上で開催されるわけ

でございまして、半年間で２,８００万人の方が来られるという状況でございますし、関連

して、その同じ土地の上で、２０２９年の後半にはＩＲがあるという形で、これも年間２,

０５０万人の来訪を予定しておりますので、そういったにぎわいが港湾で行われるという

ことは、我々物流に携わる者にとっても、ある意味、事業が動けば人なり物が動くと考え

ていますので、これを契機にいろんなことを政策として取り組んでまいりたいと考えてい
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るところでございます。 

 そういった意味では、国家事業としての万博なりというのがある中で、非常に注目され

ている大阪港について、いろいろと忌憚のない御意見をいただけたらと思っているところ

でございます。以上を挨拶とさせていただきます。何卒よろしくお願いいたします。 

○川下総務課長  それでは、ここでお手元にお配りをしております資料の確認をお願い

いたします。まず、次第でございます。次に、大阪市港湾審議会委員名簿でございます。

それから、本日の座席表でございます。次に、右肩に資料１と書いております「大阪市港

湾審議会運営要綱（案）」でございます。資料２といたしまして「港湾環境整備負担金負担

対象工事の指定について（案）」でございます。資料３といたしまして「港湾環境整備負担

金負担対象工事の指定について（案）～説明資料～」でございます。また、参考資料とい

たしまして「港湾環境整備負担金制度について」、「大阪市港湾審議会条例」、「ＰＯＲＴｓ

 ｏｆ ＯＳＡＫＡ」のパンフレット、「大阪港案内」の地図、「大阪港湾局パンフレット」

でございます。 

 お手元の資料で不足はございませんでしょうか。不足がございましたら挙手をお願いし

ます。よろしいでしょうか。 

 それでは、審議に入ります前に、大阪市港湾審議会条例第４条第１項の規定により、本

審議会の会長の選出を委員の互選により行いたいと存じます。いかが取り計らいいたしま

しょうか。 

○藤本委員  藤本です。 

 当審議会の会長には、神戸大学の大学院教授でいらっしゃいます竹林先生が適任ではな

いかと思いますが、皆さん、いかがでしょうか。 

○川下総務課長  よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○川下総務課長  ありがとうございます。 

 御異議なしということでございますので、神戸大学大学院教授の竹林委員に会長に御就

任いただくこととさせていただきます。 

 それでは、以後の議事進行につきましては、竹林会長にお願いをしたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○竹林会長  どうも、改めまして、神戸大の竹林です。これから私が会長ということで、

進行等を務めさせていただきます。 
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 ちなみに、皆さんも気になっていると思いますが、デルタが終わったらオミクロンとい

う、何かすごく番数が飛んだものまで出てきており、大阪も大変な状況ですが、だからこ

そ、できるだけ大阪港を盛り上げていくような形で進めていければと思っております。よ

ろしくお願いします。 

 それでは、まずは、大阪市港湾審議会条例第４条第３項の規定に従いまして、会長職務

代行者の指名を行いたいと思います。会長職務代行者には大阪商業大学教授の松尾委員を

指名させていただきたいと思います。 

 次に、大阪市港湾審議会条例第６条第２項及び第３項に従いまして、専門部会の委員及

び部会長の指名を行いたいと思います。 

 大阪市港湾審議会運営要綱第９条第２項のとおり、港湾計画の軽易な変更や港湾環境整

備負担金負担対象工事の指定につきましては、専門部会の決議をもって審議会の決議とす

ることができる、とされております。 

 専門部会の部会長といたしましては、大阪船主会副会長の森下委員、専門部会の委員と

いたしましては、大阪倉庫協会会長の柴山委員、大阪港運協会会長の溝江委員、大阪税関

長の小林委員、近畿地方整備局長の東川委員、近畿運輸局長の金井委員、大阪海上保安監

部長の花井委員、大阪府都市整備部長の谷口委員を指名いたします。よろしいでしょうか。 

 続きまして、議案の審議に入ります前に、大阪市港湾審議会運営要綱第８条の規定によ

りまして、本日の議事録署名者の指名を行いたいと思います。本日の議事録署名につきま

しては、東川委員代理出席の石田様と佐藤委員にお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 本日の審議案件は２件ございます。１件目は、大阪市港湾審議会運営要綱の改正につい

てです。２件目は、港湾法第４３条の５及び大阪市港湾環境整備負担金条例第９条に基づ

き、令和３年１２月１０日付けで港湾管理者の長たる大阪市長より諮問されました事項、

港湾環境整備負担金負担対象工事の指定についてです。 

 まず、審議に当たりまして、大阪市港湾審議会運営要綱の改正につきまして、港湾管理

者より説明をお願いしたいと思います。 

○矢野計画課長  大阪港湾局計画課長の矢野でございます。 

 それでは、資料１により説明させていただきます。すみませんが、着席にて説明させて

いただきます。 
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 運営要綱につきましては、昨年１月には、新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえまし

て、資料１の２ページ目にございます第１１条を追加しまして、ウェブによる会議の開催

を可能にしたところですが、今回は、大阪港湾局を設置したことから、府営港湾の審議会

の運営要綱も参考にしまして、第１２条として、書面による会議の開催を追加しました。

緊急に審議会を開催する必要がある場合ですとか、災害等のやむを得ない理由がある場合

でも、審議会、幹事会の柔軟な対応を可能にしていきたいと考えているものでございます。 

 簡単ですが、説明は以上でございます。 

○竹林会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、港湾環境整備負担金負担対象工事の指定につきまして、また港

湾管理者より説明をお願いしたいと思います。 

○川前工務課長  大阪港湾局工務課長の川前でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 それでは、案件の港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について（案）について御説

明させていただきます。着席にて説明させていただきます。 

 諮問内容としましては、資料２にございます港湾環境整備負担金負担対象工事の指定に

ついて（案）でございますが、その次の資料３の説明資料に沿って説明させていただきた

いと思います。 

 まず、１ページを御覧ください。 

 港湾環境整備負担金制度とはと書いてございますが、こちらにつきましては、港湾管理

者が実施する港湾の環境の整備及び保全に資する港湾工事について、その費用の一部を臨

港地区及び港湾区域内に立地する工場または事業場で、敷地面積が１万平方メートル以上

を有する事業者に御負担いただくというもので、昭和４８年の港湾法改正により創設され

た制度でございます。 

 大阪市では、昭和５５年１月の第６回大阪市港湾審議会の答申を得て、昭和５５年４月

より大阪市港湾環境整備負担金条例を施行しているところでございます。 

 （１）の負担対象工事でございますが、陸域の緑地・海浜等の建設改良工事及び維持工

事、また、水域の公害汚泥浚渫等の工事、漂流物・沈廃船等の除去清掃工事を対象として

おるものでございます。 

 （２）の負担対象事業者でございますが、負担対象工事の完了の日、今年度の対象とな

っておりますのは昨年度の工事でございますので、昨年度末（令和３年３月３１日）時点
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で、臨港地区及び港湾区域内におきまして、工場、事業場などの敷地面積の合計が１万平

方メートル以上である事業者を対象としております。 

 ２ページを御覧ください。 

 （３）の負担割合でございます。原則２分の１としておりますが、整備する内容等に応

じまして、対象事業者に過大な負担とならないように、２分の１から３２分の１の範囲で

定めておるところでございます。 

 （４）の各事業者の負担額につきましては、それぞれの事業者が利用している敷地面積

割合に応じて徴収するものとしております。 

 引き続きまして、（５）の負担金の算定でございます。こちらは、負担対象工事に要した

費用に対しまして、（３）で申しあげました負担割合を掛けまして、さらに、負担区域内に

ある事業場等の全敷地面積等の合計に対する負担対象事業者の敷地割合の面積を掛けたも

のが負担金の額となっております。下のほうに括弧をして負担金の算定式と書かれておる

ものが、その算定の仕方でございます。 

 次のページ、資料の３ページを御覧ください。 

 負担金の徴収でございますが、こちらには、環境整備負担金の徴収までの手続きを簡単

に御紹介させていただいております。下半分の囲みの中を御覧ください。負担対象工事と

なる前年度の工事が完了した後に、工事費の確定ですとか、対象事業者の敷地面積の確認

等を行いまして、黒枠で示しております港湾審議会にお手元の案を提示させていただき、

御意見を聴取することとなってございます。港湾審議会で御審議、答申をいただきました

後、条例によりまして、負担対象工事の指定の告示をさせていただきまして、負担対象事

業者の方々に負担金の額の確定通知を行います。対象事業者の方々におかれましては、指

定された期日までに負担金を納付していただくという流れになってございます。 

 次の４ページ目につきましては、本議事の諮問内容でございます港湾環境整備負担金負

担対象工事の指定についてでございます。 

 港湾審議会の諮問としましては、昨年度に本市が実施しました負担対象工事の指定に当

たり、条例第９条第２号の規定により、あらかじめ港湾審議会の御意見を伺うというもの

でございます。 

 その諮問内容でございますが、条例第２条第２項に規定されている負担対象工事の指定

において告示をする項目でございまして、この８項目でございます。具体的には、工事の

種類、工事の名称、工事が実施された場所、工事の完了した日、工事に要した費用、負担
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区域、負担割合、負担区域内の事業場等敷地面積の合計の計８項目でございます。 

 これらについてまとめたものを次の５ページ目に示してございます。 

 今申しあげた８項目が、この表の１行目に示しておるものでございまして、それぞれの

内容をその下に記述しているものでございます。 

 まず、一番左端の項目、工事の種類を見ていただきますと、種類は４種類ございまして、

その中の一番上の港湾環境整備施設の建設または改良工事、すなわち、工事の名称としま

しては、臨港緑地の建設工事でございますが、こちらにつきましては、今回ございません

ので、その下の３つの種類のものが今回の対象になるところでございます。 

 その１つ目でございます港湾環境整備施設の維持の工事につきましては、具体的には、

臨港緑地の維持工事でございます。臨港緑地につきましては、いわゆる在来臨海部にござ

います比較的小規模な緑地でございます此花区、港区、大正区、住之江区の臨港緑地１７

か所と、それ以外の市外からの利用も含めた比較的大規模な緑地でございます此花区の舞

洲・常吉西、また、住之江区のコスモスクエア海浜緑地等がございます。これらの２つに

分けて、それぞれの負担割合を設定してございます。 

 上段の在来臨海部の緑地につきましては、工事に要した費用は約９,９００万円で、負担

割合としましては２分の１としております。コスモスクエア海浜緑地等の大規模な緑地で、

かつ、市外からの利用者が多い緑地につきましては、その下段に示しておりまして、工事

費につきましては約２億４,０００万円、負担割合については１６分の１としております。

こちらは、備考にございますように、市外の利用者が多い緑地につきましては、在来臨海

部に立地する事業者に対する負担割合を低減しているところでございます。 

 これらの緑地の維持工事についての負担区域としましては、大阪港臨港地区でございま

して、負担区域内の事業場等敷地面積の合計は１,５６９万１,０００平方メートルでござ

います。 

 続きまして、港湾における汚泥、その他公害の原因となる物質排除その他の処理のため

の工事としまして、大阪港では、公害汚泥排除工事を実施しております。実施場所につき

ましては、港湾区域内でございまして、工事に要した費用は約１億３,８００万円でござい

ます。負担割合は３２分の１としておりまして、これは、汚染の直接の原因者が特定でき

ていないというところもございまして、臨海部に立地する事業者には、最低限の負担割合

ということで、３２分の１と設定させていただいております。 

 続きまして、漂流物の除去、その他の清掃のための工事でございますが、具体的には、
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港内清掃を昨年度にしておりまして、それに対しては、通常どおり負担割合は２分の１と

しておるところでございます。また、これらの水域の工事につきまして、負担区域は、大

阪港港湾区域及び大阪港臨港地区としておりまして、負担区域内の事業場等敷地面積の合

計は、１,７２５万平方メートルでございます。これらの工事に要した費用の合計は、一番

下の段に示してございますように、約４億９,６００万円でございます。  

次の６ページ以降は昨年度に実施した工事の内容について、場所と併せて示しておるもの

でございます。 

 まず、臨港緑地の維持工事につきましては、先ほど申しあげました２つの区分の緑地が

ございまして、（１）に示します在来臨海部の緑地につきましては約９,９００万円、（２）

に示します大規模な埋立地の緑地につきましては約２億４,０００万円となってございま

す。この中で、工事内容としましては、緑地施設の補修、修繕、清掃、除草、剪定などで

ございます。 

 次の７ページでございますが、こちらのほうは、公害汚泥排除工事ということで、大阪

港湾区域内の三十間堀川や福町掘の公害汚泥を除去しておりまして、約１億３,８０００

万円となっております。また、港内清掃といたしまして、港湾区域内の全般で、１,９００

万円ほどで工事をしているところでございます。 

 これらの工事の場所が分かるように示したものが、最後の８ページでございます。 

 緑地は、先ほど来申しあげておりますように、２つの区分がございまして、黒くハッチ

ングをつけているところというのが、負担割合が１６分の１の工事というところでござい

ます。 

 環境整備負担金の説明としましては以上でございます。 

○竹林会長  どうもありがとうございました。 

 質疑に入ります前に、本日の審議案件につきまして、昨年１２月２２日に開催いたしま

した本審議会幹事会の結果について、大阪港湾局の丸山計画整備部長から報告をお願いし

たいと思います。 

○丸山計画整備部長  計画整備部長、丸山でございます。幹事会の結果につきまして御

報告申しあげます。 

 昨年１２月２２日に、大阪港湾局の会議室におきまして、大阪市港湾審議会の幹事会を

開催いたしました。本日の審議会で御審議いただいております大阪市港湾審議会運営要綱

の改正及び港湾環境整備負担金負担対象工事の指定の案につきましては、特段の異議なし



－13－ 

という結論を得ております。 

 以上でございます。 

○竹林会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの議案につきまして、２件ございます。御意見あるいは御質問等が

ございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 １件目は書面での開催をするために必要な改正となります。２件目が、長く委員に就い

ておられる方はお分かりだと思いますが、これは毎年出る環境整備負担金に関する事案で

すが、いかがでしょう。 

○清水（陽）委員  教えていただいてもいいでしょうか。 

○竹林会長  どうぞ。清水委員、お願いします。 

○清水（陽）委員  関西学院、清水と申します。 

 今期より委員にならせていただきました。よろしくお願いいたします。２つ目の議案の

負担金制度につきまして、敷地面積が１万平方メートル以上の事業者が対象ということで

すが、例えばこれは、合計でという考え方で、８,０００平方メートル程度のものを２か所

持っているような事業者さんが対象になるということでいいのかということが１点。もう

１点は、今回のこの１万平方メートル以上の事業者が対象ということですが、事業者数と

いうのは何社ぐらいになるのか教えていただけないでしょうか。 

○竹林会長  事務局、お願いいたします。 

○川前工務課長  １つ目の御質問については、合計で１万平方メートル以上であれば負

担の対象になりますので、そのとおりでございます。 

 次に、事業者様の数でございますが、今年度の対象としております事業者様の数としま

しては１４４社。増減はあるのですが、例年１４０社前後ぐらいで推移しているところで

ございます。 

 以上です。 

○竹林会長  よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。特にございませんか。ウェブで御参加の方もよろしいですか。 

 特に御意見とか御質問がございませんので、決議に移りたいと思います。 

 まず、港湾管理者からの提案がありました大阪市港湾審議会運営要綱の改正について、

承認という形で御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○竹林会長  どうもありがとうございました。 

 御異議なしということですので、承認ということで進めたいと思います。 

 次に、２番目の案件です。港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について、原案のと

おり適当であると答申を行うということで御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹林会長  御異議なしということですので、原案のとおり適当であると答申を行うこ

ととしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして本日の議事につきましては終了ということです。進行を事務局にお返

ししたいと思います。 

○川下総務課長  皆様、ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして第７０回大阪市港湾審議会を終了とさせていただきます。 

 本日は、御多忙のところ御出席賜りまして、誠にありがとうございました。 

 

閉 会  14 時 35 分 
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大阪市港湾審議会 会長      竹 林  幹 雄    印 

 

 

 

大阪市港湾審議会 委員      佐 藤  宗 昭    印 

 

 

 

大阪市港湾審議会 委員   代  石 田  博    印 
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付属資料 

 

１ 諮問書 

 

大大阪港第 1341号 

令和３年 12月 10日 

 

大阪市港湾審議会 御中 

 

 

                   大阪港港湾管理者 大阪市 

                  代表者 大阪市長 松井 一郎 

 

 

 

 

港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について（諮問） 

 

 

 

 

標題について、港湾法第43条の5第2項及び大阪市港湾環境整備負担金条例第

9条第2号の規定により別紙議案について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

※ 別紙 港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について（案）は省略 
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２ 答申書 

 

大 港 湾 審 第 １ 号 

令和４年１月13日 

 

大阪港港湾管理者 大阪市 

代表者 大阪市長 松井 一郎 様 

 

大阪市港湾審議会       

会長 竹林 幹雄  

 

 

 

 

港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について(答申) 

 

 

 

 

令和３年12月10日付け大大阪港第1341号により諮問のあった標題について審

議した結果、｢原案のとおり適当である｣と答申します。 

 

 

 


